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土木森林環境委員会会議録 

 

日 時      平成２１年１２月９日(水)   開会時間  午前１０時０６分 

                        閉会時間  午後 ４時１８分 

 

場 所      第１委員会室 

 

委員出席者   委員長  渡辺 英機 

        副委員長 石井 脩德 

        委員   中村 正則   木村 富貴子   内田 健   中込 博文 

             河西 敏郎   小越 智子 

委員欠席者   森屋 宏 

 

説明のため出席した者 

県土整備部長 下田 五郎  理事 宮田 文夫  県土整備部次長 広瀬 猛  

県土整備部技監 河西 邦夫 県土整備部技監 小池 一男   

総括技術審査監 伊藤 守  県土整備総務課長 吉澤 公博   

美しい県土づくり推進室長 野田 祥司  建設業対策室長 斉藤 倍造 

用地課長 望月 剛   技術管理課長 井上  和司  道路整備課長 上田 仁  

高速道路推進室長 野中 均   道路管理課長 川崎 英美   

治水課長 樋川 和芳   砂防課長 望月 実   都市計画課長 河西 秀樹 

下水道課長 小野 邦弘  建築住宅課長 和田 健一  営繕課長 末木 正文 

 

森林環境部長 小林 勝己  林務長 前山  堅二   

森林環境部理事 榊原  章男  森林環境部次長 宮島 茂   

森林環境部次長 山本 正彦  森林環境部技監 石山 利男   

森林環境部技監 渡邉 晴夫  森林環境総務課長 望月 洋一   

環境創造課長 小野 浩  大気水質保全課長 時田 寛幸   

環境整備課長 橘田 恭  みどり自然課長 神津 孝正   

森林整備課長 宇野 聡夫  林業振興課長 安富 芳森  県有林課長 佐野 克己 

治山林道課長 深沢 武  

 

議題 第１２９号  平成２１年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環境委員

会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関係のもの及

び第３条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係のもの 

第１３０号    平成２１年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 

第１３２号    平成２１年度山梨県流域下水道事業特別会計補正予算 

第１３３号    契約締結の件 

第１３４号    契約締結の件 

第１３５号    変更契約締結の件 

請願第２０－１１号  気候を保護する法制定について意見書の提出を求めることについて 

 

審査の結果   議案については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。 

        また、請願第 20-11 号は継続審査すべきものと決定した。 
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審査の概要     午前１０時１０分から午後２時１８分まで県土整備部関係（午前１０時５９分

から午前１１時３７分までと、午前１１時５９分から午後１時３２分まで休憩を

はさんだ）、休憩をはさみ、午後２時３３分から午後４時１８分まで森林環境部

関係（午後３時４５分から午後３時５５分まで休憩をはさんだ）の審査を行った。 

 

主主主主なななな質疑等質疑等質疑等質疑等        県土整備県土整備県土整備県土整備部関係部関係部関係部関係    

 

※第１２９号  平成２１年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環境委員会

関係のもの、第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関係のもの及び第３

条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係のもの 

 

質疑 

 

小越委員  まず１点目、職員の給与費の関係ですけれども、条例改正の反対討論でも申し

ましたとおり、職員の給料、ボーナスカットというのは県全体の労働者の賃金に

反映されますので、これについては私は反対です。 

 それから、先ほど御説明があった道路整備課の債務負担行為の中の、新山梨環

状道路若草工区の４車線化については、２車線で十分ではないかと私は思ってお

りまして、４車線化に対するものは反対であります。 

 そして、質問したいところは繰越明許費についてです。今回かなり金額が多い

のですけれども、それはどうしてなのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 今回、繰越明許費ということでお願いしてございますのは、一般会計で５

５億円ほどでございます。それで、ことしは６月に経済対策ということで補正が

ございまして、昨年の９月現計で公共事業の予算額を比較しますと６９億円の増

ということで、今年度ふえております。繰越明許費の設定につきましては、昨年

度、１２月時点で１２０億円ということで、今年度は補正後で１５９億円という

ことですので、約３９億円の増となっています。ですから、公共事業全体が６９

億円ふえておりますので、繰越明許費の設定も約３９億円の増ということです。 

 

小越委員  それで、知事は所信表明で、公共事業を前倒して上半期は８０％行ったという

んですけれども、当初予算と６月補正に公共事業を、景気対策としてかなり入れ

たと思います。この８０％前倒しに対して、どのくらいこの県土整備関係では執

行されてきたのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 ９月時点で県土整備部で８０％前倒しということで執行しました。執行率

というのは入札公告済みというものを計上しておりまして、実際の契約額とは異

なっています。したがいまして、契約額でいいますと、県土整備部関係では平成

２１年度は２０５億円契約をしておりまして、昨年の１４５億円と比較しますと

約４１％の増ということで契約がふえております。 

 

小越委員  入札公告でいくと８割行ったということですが、契約額でいくとどのぐらいの

割合なんですか。 

 

吉澤県土整備総務課長 契約額が２０５億円で、予算額は４８９億円ですので、２０５億円を４８

９億円で割ったもの、約４２％になります。 
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小越委員  ８割執行というと、この上半期に景気対策で建設業の皆さんのところにそのお

金が行ったかと思ったのですが、どうも聞きますとそれは公告ということで、実

際建設業の手元にお金が行った、お金が回ったのは約５割に行っていないという

ことですよね、今のお話でいきますと。景気を前倒しさせたいということで、す

ごい大きな公共事業を組んで予算を立てて、８０％ではかなり執行している気が

するんですけど、倒産の件数を見たり、そんなに建設業の皆さんは仕事がふえた

とは聞かないものですから。契約額が５割に行かないということは、余り景気に

は、押し上げている効果はないのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 毎年工事の発注というのは４月、５月、６月と準備をしまして、本格的に

８月以降契約というのが通常の状態であります。その契約を、できるだけ上半期

に執行するために前倒しということで取り組んできたということでございます。

平年の公告ですけれども、執行率と言われているものは６５％程度ということで

出されています。今回は８０％を超えたということで、１５％ぐらいふえており

ますので、契約の総額も当然ふえています。ただ、これは契約したからすべて全

額業者に渡っているということではなくて、前払い金で約４割が業者の手元に行

くということで、実際の契約額、それから、民間の業者のほうに渡る金額はそれ

とは異なるということでございます。 

 

小越委員  ということは、４０％ぐらいしかお金が行っていないということで、特に道路

管理課の緊急道路整備費ですか、ここの繰り越しの金額が多いのですけど、けた

が違いますよね。割と小規模工事で、地元の建設業の皆さんのところに仕事が何

とか回るようにということでつくったとは思うんですけれども、それで景気がそ

んなに浮揚したのではないと私は思っております。春先に仕事がなくなってしま

うのは困るということで、繰越明許で年末、４月、５月までこの仕事が行けばと

思いますが、景気対策でこれをするのはいかがか。いかんと思いますけど、８０％

前倒しという言葉には、今お話を聞きますと実際とは違うんだなと思っておりま

す。 

 

討論      なし 

 

採決      起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第１３２号    平成２１年度山梨県流域下水道事業特別会計補正予算 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第１３３号    契約締結の件 

 

質疑      なし 

 

討論      なし 

 

採決      全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 
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※第１３４号    契約締結の件 

 

質疑 

 

小越委員  先ほどの案件と関連してくるんですけど、この整備イメージでいくと、南館、

中館、本館、北館、屋内運動場とあるんですけど、北館はつくる予定はないので

すね。 

 

末木営繕課長  北館は現在既存の建物がございます。これの内部改修をいたします。 

 

小越委員  先ほどのところは本館工事で落札率９７.３％、次の館のところは落札率９９.

６％ですね。南館は内藤ハウス・石川工務所のジョイントがとっているんですけ

ど、３社が一応申し込んできて、１社は辞退をしています。事実上、２社の競争

なんですよね。パソコンから出した資料ですけど、２社の競争でこれをやると、

１,０００万しか違わないと。これで競争が働いているんでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 委員の御指摘のように、当初入札の参加資格ということで、３ＪＶ申し込

みがございました。その後入札をしたところ、１ＪＶが辞退ということになって、

結果として内藤ハウスと石川工務所、これが落札したということでございます。

落札金額の差は１００万円でございます。 

 

小越委員  １００万円ですか。１００万しか違わないんですよね。それで、契約案件には

ないんですけど、中館の建設工事は、これは金額が少ないのでここに上がってこ

ないと思うんですけど、３社が入札して、地場工務店・山梨建設ジョイントさん

がとっているんですよね。内藤ハウスさんと石川工務所さんも入っているんです

けど、ここは辞退しています。中館の工事については３ＪＶ入っているんですけ

ど、２社辞退で、南館のところで１００万円多かったために、総合評価になって

いますからわかりませんが、落札できなかった地場工務店と山梨建設ジョイント

組は、競争なしでとっていますよね、９８.９％の落札率で。これについてはど

うお考えですか。 

 

吉澤県土整備総務課長 これは一般競争入札ということで行っておりまして、公告をした後、業者

のほうでＪＶを組んで、見積もりをするということでございます。ですから、実

際ＪＶの申し込みがあって、応札しようということで、その時点では参加の意思

というものはあったと理解しております。その後見積もり等をとって、応札する

段階になり、本工事については辞退すると。それは、技術者の確保ができないで

あるとか、あるいは工事の利益率が低いであるとか、業者の都合によって辞退す

るということで、いろんな理由があろうかと思いますけれども、その辺のことは

私どもは承知していません。一般競争入札で結果が出ているということでござい

ますので、これについては何ら問題ないと理解しております。 

 

小越委員  札を入れた業者が辞退したのはしようがないのですが、どう見ても、どれも９

９.６、９８、９７％というのはちょっと高過ぎるのではないでしょうか。３社

が応札しても事実上辞退をして２社で争ったり、ここには入っていませんけれど

も、中館については１社で落札、１社しか申し込みがないのですから１社が落し

て９８.９％。それは競争が働いていないとしか私は思えないんですけど、今後

そういう事態について、改善するというお考えはないのですか。 
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吉澤県土整備総務課長 一般競争入札につきましては、おおむね２０社から３０社ぐらいの応札が

可能な業者選定、入札の条件設定を考えております。そして、できるだけ県内の

業者に発注したいということもございます。例えば先ほどの例で言いますと、県

内で設置可能なＪＶの数、これは可能な数ということでございますが、本館につ

きましては最多で１９のＪＶが可能でございます。それから、南館につきまして

は２７のＪＶが可能です。その中で、結果として３ＪＶ、それから２ＪＶが参加

しております。ただ、この応札してくる数が、本県の場合には全国に比べて低い

と感じておりますので、今後参加する業者が多くなるような改善等を図っていき

たいと思っております。 

 

中村委員  僕は、反対するのではないのだけれども、ちょっと参考に聞きたい。この入札

率は異常だよ。それと、ＪＶの組み方について。先ほどの話だと、ＪＶの組み方

にもっと幅を広げれば解決できるような感じがするんだよね。特にさっきの説明

では、中館と南館、このＪＶの組み方で、まず本館のほうは、県内で１７ＪＶを

超える可能性があり、中館については２７のＪＶの組み方がある。それから、南

館についてはもっとＪＶの組み方があると思うんだよね。そういう経過の説明を

聞いておって、地場工務店と山梨建設のＪＶは１社で、ほかの２社は手をおろし

たなんていうことが実際のところあるのですか。今後こんなことがあったら大変

なことになるよ。これは、もう少し考えていかないと。どうなのですか、それは。

こんな説明をしていたのでは、聞いておっても、僕らは納得できないよ。これは

改善していかないとだめだ、こんなことをしていては。これだけ厳しいときでし

ょう。ＪＶも組み方をもっと緩やかにすれば、もっともっと業者は入札参加でき

るのではないですか。何でこんなに閉ざしたような形をとるのですか。その説明

をしてください。僕も小越委員の話を聞いていて、おかしいと思う。 

 

吉澤県土整備総務課長 この工事につきましては、工事の発注時期等が重なってくるということで、

最初に、落札したところは、次の工事は近接工事という取り扱いになるというこ

とで、参加できないということになります。ですから、内藤ハウスさんが南館を

とっておりますが、それ以外のところには参加できないということもございまし

て、辞退されているのではないかと思います。 

 

中村委員  だって、最初は参加したところは３社あって、そのうちの１社が手を上げてお

ろしたということでしょう。そうではないのですか、さっきの説明だと。ちょっ

と資料を出してください。そんないいかげんな説明では話が聞けないです。だめ

だ、こんないいかげんな説明をしていたのでは。 

 

（ 休  憩 ） 

 

小越委員  笛吹高校の南館、中館の工事についてです。南館と中館が５億以上ですので議

案が上がってきております。南館が内藤ハウス・石川工務所のＪＶで落札され、

２番目の地場工務店・山梨建設との差は１００万円でした。落札率が９９.６％。

それで、もう一つ、５億以下ですので議決案件ではない中館の工事ですが、落札

したのが地場工務店・山梨建設ＪＶです。ここは、先ほどの南館のところで１０

０万円が多かったためかどうかわかりませんが、落札できなかった業者で、今度

は中館をとりました。そして、この中館の工事の場合、内藤ハウス・石川工務所、

先ほど南館をとった会社が辞退をしています。つまり、結局、中館は３社入札業

者があるけれども２社辞退し、先ほど１００万円の差で落せなかった地場工務店
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と山梨建設が、１社だけで競争なしに落札しました。これはインターネットで出

ている情報だけですのでわからないのですが、たまたまかもしれませんけど、こ

の２社のところで何かあったのか心配しているのですけれども、そのような懸念

や情報などはないのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 今御質問のありました件ですけれども、この笛吹高校につきましては、本

館、南館、それから中館と、これを３つ同時に公告しております。そして、この

工事につきましては県内の多くの業者に受注の機会を与えたいということで考

えておりまして、それぞれ違う業者がとれるようにということで、公告の条件と

して、近接工事という取り扱いをしまして、１つの工事をとったところは次の工

事は参加できないという条件を設定しております。公告日が同じ９月３０日でし

たが、どの館を応札したいかということで、それぞれの企業が共同企業体を組ん

で、応札の準備をしたと考えられます。しかし、開札が順に日を追ってずれてお

ります。今の御指摘の南館と、それから中館ですけれども、これにつきましては

それぞれ開札日が１１月１０日、それから１１月１３日となっております。した

がいまして、１１月１０日の時点で開札をして落札をした業者については、次の

中館の工事に参加してもこれは失格になるということでございます。ですから、

失格になる前に業者みずからが辞退したということです。今の内藤ハウスと石川

工務所でございますが、これは南館を落札しておりますので、中館のときには辞

退したということでございます。 

 それから、落札率が高いということでございますけれども、これにつきまして

は、応札するときには必ず工事の内訳書、明細の内訳書をつけないと応札できな

い仕組みになっておりまして、必ず内訳書というものをつけております。私ども

のほうに寄せられているいろんな情報の中では、今回の件につきましては談合情

報は一切ございませんので、適正に応札されて落札したものと考えております。 

 

小越委員  この結果だけを見ますと、何かあったのではないかと疑わざるを得ないです。

それについて、県も同じように思ったと思います。それについて検証されるとか

調査するとかいうことはなかったのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 もしその談合情報があれば、県の公正入札調査委員会というのがございま

して、そこに諮って検討していただくことになっております。今回の件につきま

しては、そういった情報も一切なく、たとえ１００万円の違いではあっても、内

訳書の明細等をつけておりますので、これにつきましては談合等、一切なかった

と思っています。 

 

小越委員  そうは言いましても、９９％ですとか１社だけの入札で、落としていくとなり

ますと、なぜそのような状況になっていくのか、この高い落札率、一般競争入札

といいますけど、これだと競争が働いていないと思います。それはこの笛吹高校

に限らず、山梨県の公共事業全体が９５％以上の落札率になっています。この高

い落札率をどう考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 確かに山梨県の落札率が高いことは、先般のオンブズマンの公表等により

ましても結果が出ております。ですから、私ども、高いということは認識してお

ります。高いことによって、県の予算を執行する上でたくさん県費を使っている

ことは確かだと思います。したがいまして、その原因というものを今調査してお

ります。考えられるのが、まず応札者が少ないということが１つの原因かと考え

ております。今回の件につきましても、結果的に３社から１社というような応札
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になっているということで、この参加する業者数をふやす手段を講じることが必

要かなと考えております。ふやす方法とすれば、まだこれは今後検討するという

ことでございますけれども、例えば今回の条件としてはＡランクとＢランクの組

み合わせのＪＶでございます。ですから、例えばＡランクの業者数を拡大するで

あるとか、Ｂランクの受注の可能な金額を引き上げるであるとか、そういった対

策を講じて、参加できる業者数をふやしていくということを検討してまいりたい

と思っています。 

 

小越委員  参加する業者数をふやすと同時に、辞退が多いです。この中館に至っては事実

上１社しか競争していません。南館でも辞退があります。辞退をされる業者は、

なぜ辞退をされるとお考えですか。辞退というのが非常に多いんです。この笛吹

高校に限らず一般競争入札の入札結果をインターネットで見ますと、辞退がかな

りあります。そして、１０社とか２０社とかの競争ではなく、多くて５社、７社、

少ないところは３社とか２社、あるいは２社のうち１社辞退、そういうのもある

んです。辞退は、どうしてこんなに多いのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 辞退している業者の理由ですけれども、一般的に考えられることとすれば、

技術者の確保ができないために、今持っている工事プラス次の応札に参加できな

いことが考えられます。こういった経済不況の中で、技術者を１名雇うことはか

なり会社の負担になるわけです。ですから、主任技術者となり得る技術者を確保

できないがために、参加したいけれども応札できないという事態も考えられると

思います。途中でなぜ辞退が出てくるかというと、まず応札する場合には、一般

競争入札の場合に、入札に参加する資格申請をすることになります。その資格申

請をした後、参加資格があるかないかという判断をしまして、通知を出します。

そして、参加資格があるということになると応札することになるのですが、その

間の１週間から２週間くらいの期間があり、見積もり等をして入札に参加すると

いうことになります。その間に、先ほどの技術者の問題であるとか、それから金

額が折り合いがつかないであるとか、さまざまな理由はあると思いますけれども、

会社のほうで一たんエントリーはしたけど入札は応じなかったということが、辞

退ということでございます。最初からその工事についてエントリーせずに参加し

ない、これは不参加ということですので、ここには出てこない業者です。確かに

委員おっしゃるように辞退というのがかなりございますけれども、それは実際に

見積もりをしてみて参加できないということで判断したのか、技術者がいなくて

断念したのかといった詳しい状況は私どもにはわからないわけですが、公告から

入札までの間に何らかの理由によって辞退が生じているということでございま

す。 

 

小越委員  辞退が多いということをどう受けとめるかということを検証していただかな

いと、それは会社のことですからとしますと、例えば、後で単品スライドとか出

てきますけど、業者にとってみると今鋼材などが高くなっているので、この予定

価格ではとてもやっていけない、だから入れないということもあるのではないで

しょうか。逆に、技術者がいなくて設計がつくれないとか監督が置けないという

ことで、辞退したということもあるかもしれません。なぜこんなに辞退が多いの

か。結局、辞退が多くなりますと、事実上競争がなくて１社とか２社だけの入札

になってしまいます。それが本当に競争と言えるのかどうか。この入札制度を含

めて、なぜ高どまりになっているのか、なぜ辞退が多いのか、どこが問題なのか、

やはり常に考えていかないと、これがいいというのはないと思うんですよね。常

に検証していかないと、競争という名のもとに１社、２社だけで札を入れたから、
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それは会社が入れてきただけですという、待ちではなくて、どうやったら改善で

きるか。９５％、９６％で高どまっているというのは、やはりちょっと競争とは

言えないと思います。それについて、ぜひ改善を考えていただきたいと思います。 

 

 ※第１３５号    変更契約締結の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※所管事項 

 

質疑 

 

         （（（（専門業者専門業者専門業者専門業者へのへのへのへの発注発注発注発注についてについてについてについて））））    

内田委員  私も別な意味で入札についてお伺いをしたいと思います。 

 前にこの委員会で、解体に関する入札について、ちょっと私の考えを述べて執

行部の考え方を伺いました。大体同じような意味を持っているんだけれども、例

えば土木工事でのり面、あるいは防護さく、標識というのかガードレールという

か、そういう工事などについての入札なんだけれども、実態を見ていると、建設

業者が入札して落として、そのまま、よく言う丸投げみたいな形で、それを専門

としている業者に下請という形で出すんだけれども、どうも土木全般についてそ

ういうことが非常に見受けられます。業者の声を聞いてみると、自分たちはもう

生きていけないというような声を聞くんですよね。何が問題なのかということを

考えていくと、この前、解体のときにも話したけれども、とび土工みたいな資格

を持っているかどうかということで、土建屋さん、要するに本体工事をやる人た

ちが解体の部分にも入り込むわけです。どうも同じような仕組みになっているの

ではないかなということで、その辺について、やっぱりこれは行政の側でシステ

ムを改めてやっていかないと、県内のそういう業者を育てていくということから

いっても、マイナスではないかと思います。例えばその前の部分を変えなければ

ならないということだと思うんですね。だからその辺を、この前と同じ議論にな

ると思うんだけれども、まずは、とりあえず、のり面、あるいはガードレールの

関係工事などについて、現状を教えてください。 

 

井上技術管理課長  のり面工事の場合、土木一式工事で発注するケースと、とび土工・コンクリー

ト工事で発注するケースがございます。工事の規模等、複雑性から見まして、総

合的な企画、指導、調整を必要とするものは土木一式工事として仕分けておりま

す。その例として、のり面工事を含む複数の工種が混在する場合が、これに該当

するかと思います。複数の工種とは、のり面工と土工、あるいは擁壁工、排水工

などでございます。これらは、交通規制や安全対策、関係機関との調整、周辺家

屋の影響など、総合的な企画、指導、調整が必要というところから土木一式工事

として仕分けております。なお、のり面工単独の工事でありましても、交通規制

や周辺の安全対策、関係機関との調整、周辺の民家への影響など、やはり総合的

な企画、指導、調整を必要とする場合は、土木一式工事としまして、これ以外は

とび土工・コンクリート工事として執行しております。 
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内田委員  今の理由の部分で、周辺の交通規制などの関係をもうちょっと詳しく。どうし

て、例えばのり面工みたいな工事をやる人たちが直接に受けられないかというと、

今言った理由ということになる。総合的な見地からそういうことができるという

ことなのか、もうちょっと説明してください。 

 

井上技術管理課長  複数の工種が入っている場合など総合的な企画、指導、調整という部分ですけ

れども、企画、調整、指導とは、もう少し細かくいいますと、例えばのり面工の

下に現在供用中の道路がある場合や、交通管理者、電気事業者など関係機関との

調整を必要とする場合、あるいはほかの工事も含まれていて総合的な工程管理を

必要とする場合、これらの場合は土木一式としております。 

 

内田委員  そういう場合は、いわゆるＡランクなどの土建屋さんがいますよね。そういう

人たちでないと、調整、指導みたいなことができないということですか。何か資

格があるのですか。抽象論としてはわかるけれども、実際の話として、のり面工

を専門にやっている業者だとそれができないということですか。調整機能がない

とは、どういうことを言おうとしているのですか。 

 

井上技術管理課長  資格は特にございません。ただ、土木一式ですと、主任技術者に、例えばとび

土工のコンクリートの場合の主任技術者よりはもう少し、１ランク厳しい資格が

ございます。その主任技術者を発注者側は求めております。会社の資格というの

はございません。 

 

内田委員  私にはちょっとわからないんだけど、それが、あるとして、現実は土建屋さん

が受けて落札をして、それをそのまま専門のところに丸投げするわけですよね。

そこで、何が違うのかといったら、今言った技術者がいるかいないかということ

だけでしょう。要するに、工事の安全性や、あるいは交通関係などの調整が、そ

ののり面工の専門業者にはできないという判定を県はしているということだね。

そういうふうに理解していいということだね。 

 

井上技術管理課長  決してできないという判断をしているわけではありません。複雑な工事のため

に、総合的な調整が必要ということで、決してのり面工事だけのいわゆる専門業

者はできないという判断をしているわけではございません。 

 

内田委員  いや、入札に参加できないということは、実質的にはできないという判断をし

ているということですよ。そうじゃないのですか。そういう判断はしないけど、

入れさせないということなのですか。入札の資格を奪っているということは、で

きないということを判断しているのではないですか。だから何が一番のネックに

なっているのか。説明だと、企画、調整、指導みたいなことができないというの

でしょう。それは技術者がいないからだと。そうすると、その技術者がいるとこ

ろが受けてそのまま丸投げすれば、その技術者はそこに張りついているというこ

となのですか。だって、そうしなければ言っていることがおかしいですよ。何が

違うのかといったら、そこしかないでしょう。 

 

井上技術管理課長  土木一式工事を受けた元請の主任技術者は、そこに張りついております。 

 

内田委員  そうすると、地域の業者が育つということはなくなってしまうよね。今の制度

でいくと、大きい会社が受けて、それを丸投げみたいにそのまま投げて、専門の

人たちがやると。そういうシステムでずっといくということだね。前に解体のと
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きにも同じような話をしたけれども、情報プラザの解体をするのに土建屋さんが

受けたけど、その土建屋さんは解体する道具も持っていないんですよ。だけど受

けた。そして結局どうするかというと、それは下へ、今、孫請までたしか行って

いるはずですよ。そういう業者に投げて、その人たちが実際はやるわけです。そ

れだったらば最初から解体を専門にやる業者、大きいところだってあるわけで、

そういうところと次のランクの人がジョイントをしてやったほうがいいのでは

ないかという提案をしたら、そういうことも考えていきたいという答弁がたしか

ありました。そうしないと、地域の業者は育たないでしょう。いつまでたったっ

てランクは上がらないですよ。だって元請で仕事をしなければ、実績は出ないわ

けでしょう。その辺をやっぱり行政は考えていくべきだと思うんですよ。この入

札制度は非常に難しい部分を含んでいるけれども、一方では、地域の業者を育て

ていくという使命だって持っているはずですよ。そういうことをぜひ考えていた

だきたい。今、そういう意味でこの質問をしています。言っている意味は多分わ

かっていると思うから、ぜひ。別に私は業者から頼まれたわけでも何でもないけ

ど、ただ、そういう業者の話は聞きました。聞いたときに、これはちょっと不合

理だなと考えたから今質問をしているわけで、ぜひそういうことも考慮に入れて、

新しいいいシステムに変えていってもらいたいと思います。 

 

中村委員  今、内田委員から話があったけれども、同じように、道路の舗装関係の工事を

やるときに、土建屋さんが道路は工事をやる。それで、舗装屋さんとは別々だっ

たと思うんだけれども、最近はどうなっているの。舗装も受けた土建屋さんが全

部やるようになっているのか、それぞれになっているのか、ちょっと説明してよ。 

 

小池県土整備部技監 先ほどの御質問と関連するんですけれども、専門業種が要るような、例えば

舗装や標識、造園といったものにつきましては、私どもはなるべく分離・分割で、

その専門業者を生かせるような体制をとるようにします。それは工事の規模で、

例えば１億円の中に１０万とかいう話ではなくて、ある一定の規模になれば、そ

の専門業者がとれるような分離方式をとってやっています。先ほども井上課長か

ら説明しましたとび土工の件ですけれども、のり面工事のほかに例えばブロック

積みなど、そういういろんな工事が一体となってやる場合もございます。まず山

を削って、その後のり面を上からやってきて、最後にブロック積みをやる。こう

いった複数の工種があるものについては、土木一式工事で出しています。のり面

工事のみというような場合は、専門業者に出す形で今やっています。そういった

専門業者の育成ということで、私どものほうはある一定の規模になって分離・分

割できるようなものは、分離・分割して発注するような体制で今やっています。 

 

         （（（（下請業者下請業者下請業者下請業者のののの状況状況状況状況についてについてについてについて））））    

小越委員  今の下請の話とも、午前中の話とも関連するのですが、材料費の高騰、鋼材価

格の高騰でもうけがなかなか出ない。だから札も入れないのではないかと思うん

ですけれども、それと同時に、下請の皆さんの賃金が下がっていったのでは困る

なと思っているところです。先日、常任委員会で建設業協会の皆さんと話をしま

した。これはいただいた資料に書いてあるんですけれども、元請側では約９割の

事業所で、下請と見積書をあわせて協議、決定するとなっています。一方、下請

業者の側では、見積もり合わせは形式的で、実質的には元請の指示で決まると。

元請側の一方的な発注金額とならないよう、元請・下請間の適正化による対等な

パートナーシップの構築が重要と考えると、調査報告書に書かれております。そ

れで、私はここがいつも気になっています。先日の決算委員会のときにも下請は

県内に出す材料費の調達も県内でやると言いました。それは努力義務ということ
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で聞いたのですが、パーセンテージを課しているとか、金額とか何人とかいうも

のは課していないのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 そういったものは課しておりません。 

 

小越委員  そうしますと、例えば下請労働者の賃金は平均お幾らぐらいになっているでし

ょうか。先日、決算委員会の中では、県内は高いほうですよというあいまいなお

話がありましたけれども、実際に調べた、多分台帳があると思いますが、お幾ら

なのでしょうか。 

 

井上技術管理課長  設計に用いる労務単価であれば、毎年調査をして国が各県ごとに決めておりま

すが、労務者に行き渡る賃金が、実際どのぐらいかというのは承知してはおりま

せん。 

 

小越委員  そうしますと、今公共事業が減らされて、仕事が減ってくる。それで鋼材価格

も高くなってくる。どこを削るかと元請は考えるわけですよね。下請に払う金を

どうするかというときに、全体をどう絞ろう、経費節減しようかというときに、

材料費は払わなければならない、建物をつくれませんから。では、どうしようか

というと、やっぱり労務費、人件費を削減するというところにどうしても行かざ

るを得ないと思います。 

         （（（（公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例につにつにつについていていていて））））    

それで、１９年に、この山梨県議会でも公契約条例をつくるべきではないかと

いうことで、国に対して、公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保

に関する意見書が平成１９年１２月の議会で全会一致で出ております。これにつ

いて、国には要望はしたとは思うんですけれども、県としていわゆる公契約条例

について検討はどのようにされているのでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 まず、公契約条例というものですが、これは契約の際に賃金単価をあらか

じめ条例で定めて、その賃金以下で賃金を支払わないということを民間の請負業

者に拘束するという条例だと思います。それで、現在、公共工事の発注につきま

しては、下請へのしわ寄せとか、あるいは労働条件の悪化、それから安全対策の

不徹底などを防止するということで、適正な積算による予定価格というものを設

定しております。先ほど労務単価という話がありましたけれども、これも国交省

が調査するものですが、実態にあわせて調査をした結果、出てきているものだと

承知しております。労務単価につきましては、ほかに国の法律で最低賃金法であ

るとか、労働基準法などの法律がありますので、そういったものを遵守していた

だくと。請け負った業者にはそういったものを遵守して執行していただくという

ことで取り扱うべきではないかと考えております。 

 

小越委員  工事費用は労務費、材料費、現場の経費や一般管理費で構成されていて、それ

はまとめて幾らですよね。労務費が幾らで鋼材単価が幾らではなくて、全部まと

めて工事費を出しますと、先ほど言ったように、材料費が高くなればこれは絶対

確保しなければいけないとすると、どこを削るというか、もうけを出すために、

札を入れた金額より高くなってはだめですから、労務費を削るしかないと思って

いるんです。それで、新聞やテレビでも報道がありました野田市では、今回この

公契約条例をつくりました。ここの最初のところに書いてあります。国がやるべ

きものではあるけれども、このような状況をただ見過ごすのではなく、先導的に

この問題に取り組んでいくと、こう書いてあるんです。野田市のこの条例では、
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元請、下請、すべて公契約にかかわる仕事をした方を労働者の範囲としています。

公契約、公共事業にかかわった労働者すべてに対してこの賃金をどうするのか。

工事または製造の場合は公共工事の設計労務単価、これを下回ってはいけません。

それから、工事、製造以外の請負の場合は、野田市の一般職の給与を定める欄を

下回ってはいけませんと。先ほど課長は、努力してもらいたいと、適正に行われ

ているのではないかと言いましたけれども、実際はどうなんでしょうか。建設業

の方のアンケートにも書いてありました。そして、野田市では、ここがすごいと

思うんですけど、発注者の連帯責任がちゃんと書いてあるんです。それは民民で

やっているわけではない。発注した市としても責任をしっかり感じなければいけ

ないということを、連帯責任として書いてあるんですよ。その差額分を一緒に払

うと。そのぐらい、こちらの側が建設労働者皆さんの立場や、仕事、賃金を守ら

なかったらどんどん下がっていってしまうのではないでしょうか。こういうこと

も含めて、下請の労働者の皆さんの賃金を確保するという立場で改革するお考え

はありませんか。 

 

吉澤県土整備総務課長 請負契約の性格だと思うんですが、工事を発注するときに予定価格を設定

して、まずその範囲内で受注をしていただいて、そして、その業者の自由な経済

活動、自由な取引の中で工事を施工していただきます。ただ、工事を施工するに

当たっては、品質の確保であるとか、下請の業者を泣かせないといったことが求

められると思います。その一つ一つ、最低賃金まで契約の中で規制することがい

いのかどうか。業者の自由な経済活動をそこまで拘束することがいいのかどうか

が問題になるのではないかと、個人的には思います。野田市の例を委員はおっし

ゃってますが、それがほかに波及してきているのかどうか。ほかで採用されてい

ないとすれば、これにはまだ検討すべき課題がたくさんあるのではないかと私は

思っています。 

 

小越委員  それは本当に、先ほどの入札もですけれども、民民の話だから県は関係ない。

建設労働者はそこでやってもらえばいいですと。それでは労働者の実態は守れな

いですし、建設労働者が産業の１割を占めていると必ずいいますよね。その中で、

これをどうしてつくらないのですか。野田市がやっているだけだから、あとはや

らないからといってますが、ほかのところで検討を始めたところはたくさんあり

ます。それも議会として意見書が上がっているんですよ。国に対してやりなさい

と。それはやってもいかがなものでしょうかというのは、今の世の中の情勢とか

なり違っていると思います。少なくとも総合評価方式の中に地域貢献度というも

のがあります。地域貢献度の中に災害や除雪、ボランティアなどがありますけれ

ども、他の地域貢献、実績ありなしというのは、たった１点しかありませんので、

ここをもっと工夫したらどうでしょうか。その他の地域貢献には、労働福祉、県

産資材、県内下請業者の優先活用を必要に応じ選択し、評価、行動することがで

きる。ここを先ほど言った、どのぐらい県産材を使っているのかわからないとい

うことを含めて、点数をもっと高くしてしっかり入れる。そうすれば、少なくと

もこの公契約条例に近いところも含めて、県が県内労働者、県内の建設業者を守

ろうという立場をつくれるのではないでしょうか。この総合評価にこれを入れる

ことは検討できませんか。 

 

吉澤県土整備総務課長 総合評価の中の評価項目ということで、これは見直しを何度もしておりま

す。その中で、今、地域貢献というものも建設業者の評価として取り上げていま

すので、委員御指摘のような、県産材の活用であるとか、あるいは下請の賃金単

価がどうかということはちょっとわかりませんけれども、評価の項目として検討
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していくということは可能かと思います。 

 

小越委員  この公契約条例、全国で波紋が広がっています。野田市がよくやったと。ほか

の市でも、という動きが始まっています。野田市は国に先んじてやらねばならな

い、自治体の使命だと言っています。山梨県はどうしてそこを考えないのかと非

常に疑問に思います。 

（（（（新山梨環状道路新山梨環状道路新山梨環状道路新山梨環状道路についてについてについてについて））））    

次に、環状道路についてお伺いします。 

 先日の朝日新聞の報道に、また山日新聞でも若干ありましたけれども、環状道

路の北部区間が、民主党の凍結候補になったとあります。朝日新聞では全国すべ

ての凍結候補が列記されておりました。山日新聞のほうでは、関東地方整備局長

は聞いていないとあるのですが、県はどのようにこれを受けとめていらっしゃる

のでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 朝日新聞に出たのが１２月２日だと承知しております。新聞によりますと、

全国で１５６路線が凍結候補だと載っておりました。実はその次の日の１２月３

日の報道によりますと、具体的な路線が出ており、２２９路線に変わっておりま

した。１２月２日にちょうど国交省に行く別の用事がございましたので、早速直

接お伺いして確認したところ、国交省のほうでは凍結という説明は一切していな

いという返事でございました。県はそれを信じようと思います。 

 

小越委員  この概算要求の道路関係は、山梨県ではいろいろありますけれども、新山梨環

状道路の事業規模は、多分双葉のほうだけだと思うんですけども、全体事業費３

５３億円、平成２１年度の事業費３００億円、負担金９４億円で、２２年度事業

進捗見込みのところはゼロから１億円と書いてありますね。ゼロというのは、な

いという可能性も、全くつかない、ゼロがあり得るということですか。 

 

野中高速道路推進室長 これも国交省の説明でお伺いしました。そのときに、ゼロというのも、全

くないという説明ではなくて、単純に、例えば１００万とか１,０００万という

のをそういうふうに要求するのではなくて、ゼロから１というふうに表現しただ

けだと。あくまで凍結はないという説明でございました。 

 

小越委員  民主党の新政権のもとで、公共事業の大幅削減が出されております。いわゆる

事業仕分けでも、それが無駄と言えるかどうか、そこはまたいろいろあるかもし

れませんけど、いわゆる無駄な道路は凍結するということが出されております。

この北部区間については、必要ないと私は思っております。北部区間の建設目的

は通過交通を減らして、市内の中心部のところを流れよくすることです。渋滞を

なくすということをおっしゃっているのですが、今度の交通センサスは多分２２

年度なのでまだ出ていないと思いますので、平成１７年の交通センサスによりま

すと、交通量は減っていると思います。例えば向町のところ、向町７２９―１、

平成１１年度の平日１２時間、３万８,７３５が今度は３万６,９７０になってい

ます。それから中小河原の一般国道２０号、４万８,０００が４万４,２６４。そ

れから徳行３丁目は、４万２,０００が３万６９９。塩部のところ、いわゆる山

手通りは、１万９,６７０が１万６,０００と減っています。これは、１７年です

からちょっと前なんです。ことし多分やっていると思いますが、この数字を見ま

しても、交通量は減っているのではないでしょうか。そして、これから人口の減

少化です。ＣＯ２の問題もあります。今のは一般国道２０号で、山手通りもあり

ますけれども、今後市内の交通量は、減っていくということを考えてもいいので
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はないでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 交通量の話をさせていただきますと、ちょうど国のほうでも一方的に右肩

上がりでふえていくものを見直して、ほとんど横ばい、もしくは若干減るという

推計を出していることは事実でございます。ただ、皆様御承知のとおり、現在、

２０号、また山手通りが渋滞しているのは事実でございますので、北部区間の道

路は必要だと思います。 

 

小越委員  先日発売されました『週刊ダイヤモンド』を見ました。そうすると、予測が外

れた道路ワーストランキングで、計画時に比べ交通量が減った道路の８番目に山

梨県５２号の寿町の拡幅が載っています。交通量の減少率が予想よりも４３.

９％も少なかったと。つくるときの予想に比べて、つくってみたらこんなに少な

くなったということがあります。市内の真ん中の寿町のところです。こういうの

を見ましても、私はこれから交通量は下がっていくと思うんです。そして、いわ

ゆる、県立中央病院のところの敷島に行く道がつながります。それから、グラン

パークのところから国母のところ、あそこは市道ですけれども、開通します。大

きく市内の道の流れは変わり、今までと渋滞しているというところが変わってく

るのではないでしょうか。いかがでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 交通センサスを５年に１度やっております。それで、来年またやる予定に

なっていますけども、当然県としても注目はしていかなければならないものだと

は思っていますが、従来どおりの渋滞はそんなに変わっていないと、現在のとこ

ろは判断しております。 

 

小越委員  では、お伺いします。渋滞とはどういう定義なんでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 これは非常に難しい問題で、明確にどうというのは余りなくて、一般的に

車がずっとつながっている状態を言うのだと思います。高速道路などで渋滞と発

表がございます。あのときの定義は、ある程度はあるんですけど、それはちょっ

と今ここで資料がございませんので言えません。もし必要であれば、渋滞の定義

については後日説明したいと思います。 

 

小越委員  この渋滞については、先日国土交通省の担当者に直接聞いてみました。渋滞と

は何ですかと。国土交通省の担当者は、国土交通省で渋滞の定義はありませんと

はっきり言いました。渋滞という定義はないんですよね。何メートルとか何回信

号待ちとか、それは山梨県の人の気持ちと東京都の人の気持ちが違うのかもしれ

ませんけど、渋滞という定義がよくわからないんです。その中で渋滞している渋

滞していると言うのですけれども、本当にそれが２４時間ずっとつながっている

のでしょうか。ある１時間、２時間つながっている、もしくは１回、２回信号を

待てば行くのではないかというところもいっぱいあると思います。 

 そして、もう一つ、先日こういう説明会がありました。いわゆるあそこの甲府

韮崎線十郎橋西交差点、西関東連絡道路の交差点のところです。あそこの交通量

が非常に多く、通勤時間帯を中心に慢性的な交通渋滞が発生していることから、

渋滞緩和を目的とした交差点改良を検討したいということで地域の皆さんに説

明会があったそうです。ここに書いてあるんですよ。あそこは、まさしく新山梨

環状道路北部区間と並行している道です。そこの渋滞を解消するということであ

れば、北部区間は要らなくなるのではないでしょうか。ある意味矛盾しませんか。 

 



平成２１年１１月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 15 - 

上田道路整備課長  西関東連絡道路の入り口の道路でございますけれども、当初計画したときに、

山梨市のほうから甲府市桜井町へ西関東連絡道路が来ているわけですけれども、

それと一緒に、実は北部区間、これは国のほうが始めようということで当初計画

されていました。それで、西関東連絡道路そのものは仕上がったのですが、北部

区間はいろんな事情があって、事業が動かなかったため、あそこで渋滞が著しく

起こっているという現状があります。従来から桜井町そのものは非常に交通の詰

まっているところでしたが、さらに西関東連絡道路が入ってきたということで、

地元に大変迷惑をかけていると思っています。今すぐに対策としてしなければな

らないものは何、今できることは何かということで、交差点の改良が一番時間的

にも短くて、緊急の対応としてできると思っています。仮に北部区間がこのまま

ということになりますと、また、今すぐ事業化されても、事業規模等からいって

まだできるまでには十数年かかるだろうと思います。その間、あの箇所を放置し

ておくのがいいのか。それとも、例えば１年でも早くつくっていって、夕方のあ

の渋滞のひどさ、実は夕方、武田通りまで並ぶ実態があるものですから、左折レ

ーンをとるとか右折レーンをとるなど、現場で対応できる範囲の中で最大限のこ

とをやりたいということで、地元のほうにもお願いして、了解いただいた範囲の

中で最大限のことをやりたいと思っています。 

 それから、先ほどの議論で、寿町の交通量が減ったということがありました。

それは実際減ったのだと思いますけれども、影響としては新山梨環状道路の南部

区間、これが開通したことが非常に影響しているのではないかと私は推測します。

小越委員はいろいろと御意見もあるようですけれども、交通量の推移を見ますと、

新山梨環状道路は、平成１９年が１万２,８０３台でした。これがこの３月につ

ながりまして、５月に計測したら１万５,１７９台、それからこの１１月に、開

通から６カ月がたちましたけれども、これが１万６,６６４台ということです。

この効果として類推するに、開国橋についても渋滞が減っております。朝の渋滞

がほとんどなくなっていると言っていいと思います。その延長線上に寿町がある

のではないかと推測されるところであります。今まで学校や幼稚園などがある地

域の生活道路に入っていく車が、こういう道路へ転換されることによって、交通

事故等の減少、１つの車が１キロ当たり動くときに起こる可能性、死傷事故等が

減ってくると私どもは思っています。それで新山梨環状道路はぜひつくっていく

べき道路と思っています。ちなみに、宣伝するわけではありませんが、南部区間

は半年たち、これだけの交通量がありますが、まだ死傷事故は一件も起きていな

いんですね。だから、いかに交通を分離したことによって安全が確保されている

かということだと思います。 

 

小越委員  そうしますと、先ほどの御説明ですと、十郎橋の交差点のところは改良があっ

て、環状道路では十何年もかかると。十何年後に、十郎橋のところ、いわゆる山

手通りの渋滞が解消されれば、新山梨環状道路は要らないということですよね。

これが１０年後どうなっているかわかりませんし、そうだと私は思うんです。そ

もそも、この交差点改良に幾らかかるのですか。 

 

上田道路整備課長  金額等については、まだ承知しておりません。というのは、御存じのとおり、

あそこの地区につきましては何回かの道路改良を経ていまして、２回移転をお願

いしたということがありまして、またもう一度というのも非常に申しわけない気

持ちもあったのですけれども、地元のほうでいろいろと話をつけていただいた経

緯がございます。それで、話によってはということで、机上ですが、一応計画は

つくらせていただきました。ただ、先ほどから申していますとおり、道路構造令

であるようにきっちりとした大きな交差点を、時間をかけて、お金をかけてつく
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るというつもりはありませんで、地元で協力していただける範囲で緊急避難とし

てできることだけはやりたいと思っております。この協力によっては一部計画を

縮小することも考えながら、柔軟に対応したいと思っています。いずれ早くもの

ができるということを念頭に置いておりますので、金額そのものについては、今

のところそんなに精査してあるわけではありません。 

 

小越委員  十郎橋の交差点改良につきましては、この御近所の皆さんからも、ここは今も

横断するのが大変で、甲運小学校や東中学校に行くお子さんが通る、英和の大学

もある通学路です。そこにまたレーンがふえるということは、横断するのにかな

り大変です。まずその安全対策を先にするべきではないかという声のほうが大き

いと私は思っております。 

渋滞解消という名のもとに交差点の改良工事ということで、あちこちでやって

いるわけですよね。例えばそこのワシントンホテルの前の南北の道を広げると。

そこのＮＴＴの交差点のところです。そこを、渋滞しているから交差点改良を含

めて道を広げるとあるんですけれども、あそこはどのくらい渋滞しているのです

か。 

 

河西都市計画課長 岡島の東側の交差点で、国道４１１号と主要地方道の交差点になっております。

それで、甲府の南側のほうから入ってくる車があそこに連なります。それから、

甲府の東側から来る車があそこにつながるということで、渋滞の長さの、正確な

数字はございませんけれども、あそこはいつも、通っていただくとおわかりだと

思いますが、朝夕、そしてまた日中も相当長い渋滞が生じているという状況です。

数字的には、申しわけございません。 

 

小越委員  そうですね、渋滞という定義がないんですから、数字は出てこないと思います。

私はしょっちゅう通りますけど、そんなに混んでいるなんて思いません、私は。

ここの十郎橋のところは混んでいる、渋滞しているという方はいらっしゃるかも

しれませんけど、あそこを混んでいるという人はまずいないと思います。交差点

改良ということであれば、まず安全対策を先に優先するのが筋ではないでしょう

か。この十郎橋のところの問題は、新山梨環状道路を渋滞解消のためにつくると

言っておきながら、ここのところを渋滞解消のためにレーンをふやすと。そして、

同時に、ここの安全面のところがちょっと後回しにされる。それはやっぱり地元

の皆さん等を含めておかしいと思います。お金があるから、公共工事で景気対策

としてやっていきますと、どんどん道をつくればいいということになってしまう

と思います。必要なところにはお金をかけますけど、本当にそれが渋滞解消にな

るのか、今必要な道なのか、もっと精査するべきだと私は思います。 

 以上です。 

 

 

主主主主なななな質疑等質疑等質疑等質疑等        森林環境部関係森林環境部関係森林環境部関係森林環境部関係    

 

※第１２９号  平成２１年度山梨県一般会計補正予算第１条第２項歳出中土木森林環境委員会

関係のもの、第２条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関係のもの及び第３

条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係のもの 

 

質疑       なし 

 

討論       
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小越委員  私が条例案のところでも反対いたしました職員の給与、ボーナスのカットが、

ここの一般会計に入っています。ここをカットするということは、県民全般の賃

金、ボーナスを引き下げることに連動してきますので、私はこれについては反対

いたします。 

 

採決       起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第１３０号   平成２１年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で可決すべきものと決定した。 

 

 

※請願第２０―１１号  気候を保護する法制定について意見書の提出を求めることについて 

 

意見 

 

小越委員  本請願を採択すべきと思います。 

 御存じのように、１２月７日からコペンハーゲンで、国連気候変動の枠組み、

いわゆるＣＯＰ１５が開かれております。９月の国連サミットで日本の鳩山首相

は９０年比２５％温室効果ガス削減という目標を表明しました。国連の潘事務総

長は、温暖化対策で１０年の早いうちに法的拘束力となる条約が必要ではないか

と言っております。鳩山首相の国連での演説に、国内、また海外から大きな歓迎

と期待の声が寄せられています。しかし、国内での具体化が進んでいません。こ

の請願をＣＯＰ１５の開催中に採択することは、山梨県が環境対策に大きな責任

と関心を持っていることを広く示すこともできると思います。ぜひこの請願を採

択すべきと思います。 

 

討論       なし 

 

(継続の声あり) 

 

採決       起立採決の結果、継続審査すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

 

質疑 

         （（（（新新新新たなたなたなたな税税税税のののの導入導入導入導入についてについてについてについて））））    

木村委員  ２点お伺いします。 

 まず、１点目は、環境と森づくりを考える税制懇話会の報告書が１１月に出さ

れました。新たな税の導入についてということなんですけれども、県では多様な

公益的機能を持つ森林を県民全体で守り育て、次の世代に引き継ぐとともに、低



平成２１年１１月定例会土木森林環境委員会会議録 

- 18 - 

炭素社会の実現に向けた総合的な取り組みを一層推進していくための新たな税

の導入の可能性について検討を行い、去る１１月に報告書が出されました。その

中で、新たな税制度として、県民としての個人や法人に広く負担を求める課税方

式とすることが適当であるとし、既に３０の県で導入されている県民税均等割の

超過課税方式をとることが適当であると結論づけています。確かに社会全体で森

林を守り育てるという視点からは、県民に広く一律に課税し、地域社会の費用を

県民が広く負担する方法も望ましいと思いますが、一方で、県民共有の貴重な財

産である良質の地下水を大量に使っている、あるいは持ち出している企業につい

て考えてみると、これまで営々たる森づくりの恩恵に浴しているわけであります

ので、そういった企業には別途、受益者負担の観点からも応分の負担を求めるべ

きではないかと思いますが、県のお考えを伺います。 

 

望月森林環境総務課長 森づくり懇話会の提言の中では、法人につきましても現行の均等割の５％

から１０％程度の超過課税を求めたらどうだということが提言されております。

今後は制度設計を行う中で進めていくわけですが、これを基本として考えていき

たいと思っております。 

 

木村委員  ５％から１０％というと、具体的にはどのくらいになるのでしょうか。 

 

望月森林環境総務課長 法人の均等割につきましては８０万から、一番低いところで２万円という

額がございます。その５％から１０％ということでございますから、一番大きな

会社、８０万円以上の資本金の会社につきましては８０万円の５％、４万円から、

１０％ですと８万円、法人の数が一番多い会社につきましては２万円ということ

ですから、１,０００円から２,０００円ということです。 

 

木村委員  県全体でどのくらいになるのか聞きたいです。個人についてもです。 

 

望月森林環境総務課長 １人当たり５００円と申しますと、個人の場合で２億１,６００万円程度に

なります。そして、法人が５％ですと６,０００万円。合わせて２億７,６００万

円程度になります。 

 

木村委員  私は前の知事のときに、ミネラルウオーター税というものが大変いいことだな

と思って、自分でもそれを進めていたわけですけれども、どういうわけかそれが

なくなってしまいました。一律でいいのですけれども、もし今、この水が、ほか

のものよりも一番高い時代になって、私たちの祖先が７０年も８０年も前から守

り育てたこの森林によってこれがあって、もう二度と出てこない、そういう意味

できっと、明野の処分場の皆さんも山地・水源の水を守ろうということだろうと

思います。その金額が安いとか高いとか聞かれますけれども、個人的には安いな

と思います。 

 それはそれとして、２つ目としまして、やはり税制上の理由から税を課すると

いうことは大変難しいということをそのときにお聞きしました。公平性とかいろ

いろなことで難しいということは聞きましたけれども、やっぱり資源の利用の度

合いから課税すべきだと思いますが、それは困難だということです。ということ

であれば、企業の社会貢献度ということをもっと求めていくべきではないかなと

思っています。常に行っているとは思いますけれども、現状と、それから今後に

向けて、そういうお気持ちがあるかどうか、どんなことを考えているかなども含

めてお聞かせください。 
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望月森林環境総務課長 企業は現在、企業の森ということで進めているわけですが、例えばミネラ

ルウオーターの会社でいいますとサントリーさんなどがございます。サントリー

さんにつきましては、約２００ヘクタール持っております。そして、あと小さい

ところでは、キユーピーさんやミツウロコさんなど、そんな会社が企業の森とい

うことで森林整備に御協力をいただいているところでございます。今後、企業の

応援という意味ではいろいろな方法があろうかと思いますが、このような企業の

森などもぜひ進めていきたいと考えております。 

 

木村委員  わかりました。北杜市の市長さんもかなり頑張って、協力金という形で、さっ

きの金額より大きいものをいただいているという話も伺っています。 

         （（（（次期最終処分場計画次期最終処分場計画次期最終処分場計画次期最終処分場計画についてについてについてについて））））    

 次に、きょうの読売新聞でありますけれども、昨日の内田議員の答弁に、境川

計画は凍結方針ということで、大きく出ています。それで、境川計画というのは、

県のほうが指導して境川に話をして、境川のほうが地元の了解を得て、地元とし

ていいですよということで要望してきたと伺っているわけです。ここで簡単に凍

結方針を出したと書かれていますけれども、これは地元のほうでも何か話が出た

のですか。ここに出てきた過程、新聞報道だから新聞屋さんに聞いてくれと言わ

れればそれまでですけれども、この凍結方針が出されたということについて、あ

る程度わかる範囲で、お聞きしたいと思います。 

 

橘田環境整備課長  読売新聞さんの報道によりますと、境川計画を凍結という見出しが出ていると

ころでございますが、本議会で質問があり、知事が答弁もさせていただいており

ます。また、所信表明の中でもお話をさせていただいていますけれども、現時点

で凍結だというようなことを決めたということはございません。 

 

木村委員  そして、もっとすごいことが書いてあるんです。境川の次期処分場については、

一部県議には既に凍結も伝えられたということが書いてあります。ですから、こ

れは県に聞くことではないかもしれないのでけれども、県がある程度一部県議に

言わないと新聞記事にならないのではないかということでお聞きします。 

 

橘田環境整備課長  報道では、県幹部がというところと、一部県議にはという記事が載っています

が、私ども環境整備課が所管課、それから、森林環境部が所管部になりますけれ

ども、そのようなことは承知をしておりません。 

 

木村委員  そうすると、次の境川は、明野の処分場が５.５年で稼働を終了することを見

越して進められて計画された、そのことについてはどうですか。そのことも言っ

た覚えはないということですか。 

 

橘田環境整備課長  当然、明野の処分場の話では、搬入の状況などいろいろございます。また、今、

平成２０年度実績の産業廃棄物の実態調査をやっております。境川では、受け入

れを予定しております一般廃棄物の焼却灰の排出量等の動向もありますので、そ

ういうものを踏まえまして、次期処分場についても慎重に検討をさせていただく

ということでございます。これは本会議で答弁しているものと同じでございます。 

 

         （（（（廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物処分場処分場処分場処分場についてについてについてについて））））    

内田委員  きのうの質問もありますので、より突っ込んで質問したいと思います。私も今

のその読売新聞の記事について、非常に気になっている１人でありまして、木村

委員が指摘をされて、それ以上答えを出せないということですが、私は質問をし
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た立場から、仲間の県議に、それ、知っていたんじゃないのと、言われていて、

非常に立場として嫌なんだけれども、一切そんな話は私のところはないからこそ、

ああいう質問をしたわけです。それはちょっとおきましょう。 

 そこで、先ほど課長が、答弁されたのだけれども、何回となくここでやり合い

ましたよね。そして、そのたびに、いや、１,８００万円の黒字になります、境

川については５.５年後には稼働させます、環境アセスもきちっと進めていきま

す、ずっとそういうやりとりでここまで来たんですよ。私は、去年の１２月に質

問戦でやり、さらに予算特別委員会でもやり、知事とも話をしました。そして今

回のこの質問になったのだけれども、私の気持ちの中で、議会人として嫌だな、

この委員会って一体何のためにあったのかな、あるいは議会って何のためにある

のかなということをいつも感じるんです。私はいつも、課長に、本音の議論をし

ようということをかなり言ったはずですよ。建前論と本音というものがあったら、

やっぱりここでは本音を出してもらいたい。それが、ここに出席して答弁をする

立場にある県の職員の使命だと思っている。我々も同じです。建前論なんかやり

ませんよ。 

 そこで、質問に入るのだけれども、第三者委員会が結論を出しました。その中

に、どうして３６年には３５億円の赤字が出るのかという、その理由づけみたい

なものを幾つか上げましたよね。私は、本会議でも言ったのだけれども、そのう

ちの、今のこの厳しい経済情勢というのは確かに予測ができない部分もあったと

思います。しかし、それだったら、例えば鉱工業生産が６０％マイナスになった

ら、どうですか。ごみの量も６０％減るということならわかるんですよ。目標と

した処分量の２.何％というのは、だれが聞いたってそうですよ、ふざけるなと。

そうじゃないですか。２.何％ということは何十分の１ですよ。そういうことが

あの時点で予測できないということは、私は絶対あり得ないと思います。 

 だけど、あなたはあの委員会の場でも１,８００万円の黒字を出すということ

を言い続けた。私の立場からすると、こういう状況になったとき、だれが責任を

とるんだと。今までの幹部職員だってそのとおりだと思う。責任はだれがとるの

か。知事はきのうの答弁で、いや、３５億というのは、まだ今赤字になったわけ

ではない。その赤字を減らす努力をしていくんだと。努力したら、３５億の赤字

はなくなるのか。県民に説明ができるのですか。それが本音の議論なんだよ。そ

ういう議論を今まであなた方は怠ってきたんだよ。率直に、この責任はだれがと

るの。 

 

橘田環境整備課長  昨年来、いろんな議論がございまして、収支計画については昨年の５月に発表

したものでございます。その後、リーマンショック等がございまして、景気が急

激に落ち込んできたという状況の中で、県としましても、収支計画に与える影響

というものは懸念をしておりました。しかしながら、環境整備センターがまだオ

ープンする前ということと、景気の動向がどうなるかがわかっておりません。そ

んな中で、廃棄物の搬入の実績がなく、実態に則した収支の見直しや見通しをす

ることがその時点では困難であったということですので、５月に公表をした収支

計画を前提として説明をさせていただいていた状況でございます。 

 また、責任ということでございますけれども、昨年５月に収支計画を公表した

ときの担当課長は私でございますので、事務方として甘い見通しでなかったのか

という部分につきまして、責任は大きいものであると考えております。 

 

内田委員  物事には流れというものがあって、環境整備事業団は設立をしてからすごい時

間がたっているよね。そういう中で、赤字になるのではないかということを言わ

れたときに、あの理事長さんはコメントの中でたしか言いました。４０億も５０
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億も赤字が出るならともかくと、こういう言い方をされたんだよね。そして、ま

さにその４０億という赤字になることになったんだよね。そうじゃないですか。

きょうは明野の人たちも来ているけれども、私は県民のサイドから見たときに、

県ってすごくおもしろいことをすると思うんです。一般の県民も絶対思うと思い

ます。 

 民間の会社を経営していた人が事業団の理事長さんになって、赤字が出るとい

う予測がされた。４０億か５０億赤字が出るならともかく、これはやってはいけ

ない議論だと思います。なぜかといえば、税金だからです。自分の金なら構わな

いんです。自分の会社をつぶそうが何しようが、そんなことは勝手ですよ。どう

ぞ御自由にやってください。だけど、そうではないでしょう。もとは税金なんで

すよ。国から来るのも税金なんですよ。補助金も税金、県費も税金。わかります

か。あなた、今、私が責任をとると言ったのですか。責任をとるということの意

味がわかっていないでしょう。 

 ここに至るまで、何回も見直しをしたり、あるいは、もっと言えばストップを

することもできたはずです。だけど、我々は、ここにいる議員さんもみんな同罪

ですよ、大まかな部分で認めてきたんだよね。そういう中で今があるんです。だ

けど、見直しを迫ったことも何回もあります。そういう中で、見直しもできない。

そして、去年の５月、操業をするときの計画には我々も言った、こんな計画は絶

対に実現できないと。みんなわかっていたんですよ。そしてそのときも、中間処

理業者に聞き取りをしたらどうかという話もしました。今でもその処理業者たち

は、あのお金、あれだったら持ち込まないと言いますよ。あの時点で予測ができ

たんです。リーマンショックがあったから生産量が落ちたという話があったけれ

ども、それにスライドしてごみが減るならいいけれども、２.何％というのはそ

うでないでしょう。それはもともと見通しをできなかった、できたけどやらなか

ったということですよ。 

多分、去年新たな事業をスタートするときに、赤字になるということが言えな

いということなんでしょう。スタートして６カ月たって、結果が出てきたと。そ

こで見直すならいいけど、スタートする前から、例えば２０億とか３０億の赤字

になりますということは言えなかったということでしょう。普通の常識で考えて

そうだと思う。ここにいる人たち、多分みんなできっこないと思っていたと思う

んだよね。それで、そのとおりになったら、そこでごめんなさいで終わりですか。

もう一回、これ、あなたは課長だから、課長は部長の命で動いているんだ。そし

てもっと言えば、前任者です。あれを進めてきた部長さんなんです。責任という

のは、そのことを言っているんだよ。知事は、今３５億の赤字を出したのではな

い、知事も責任をとるということは言いました、最終的な責任は知事だと。だけ

ど、計画をつくったのは知事ではないし、進めてきたのも知事ではない。だけど、

スタート地点に立って、実際に操業したのは知事なんだよね。だから、そういう

意味では責任をとらなければならない人はいっぱいいるんだ。これ、部長から、

報道も来ているから、ぜひ県民に本音の部分を語ってください。そのほうが絶対

いいと思います。ここまで来たら、もうどうにもならないんですよ。建前論なん

か言っている場合ではないです。 

 

小林森林環境部長 今、内田委員からさまざまな御議論をいただいたところでございますけれども、

議会での、昨年の１２月以来のさまざまな議論を読み返して、議論の経過は十分

承知しております。そんな中で、昨日知事からも話がありました。料金が高いと

か、収支は赤字になるのではないかという御意見もあったということですけれど

も、結局見通しが甘かったという部分につきましては、御批判は真摯に受けとめ

てやっていくという形になろうかと思います。責任ということになりますと、知
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事が申し上げましたように、現状の中で最大限の努力をしていくということは１

つにもありますし、その辺についての今後の明野のあり方や、代表質問の答弁で

もさせていただきましたけれども、平成３６年度までの見通しということで、ま

ずその赤字を削減していく努力も必要があると思います。 

 やはりそんなことで、見通しが甘かったということ、今度出されました収支計

画の赤字が、３５億の見込みと想定されることにつきましては、非常に厳しいも

のでありまして、繰り返しになりますけれども、重く受けとめています。また、

繰り返しますけれども、見通しが甘かったということにつきましては、幾つか理

由を述べさせていただいておりますけれども、真摯に受けとめてやっていきたい

と思います。 

 

内田委員  すごい極論になるかもしれないけれども、私は、最終的には環境整備事業団な

んて解散してもいいと思っているんだよね。そんなところに人件費をかける必要

なんかない時代が来るんです。そういうところまで、要するに、廃棄物最終処分

行政みたいなものを、対策や政策などを根本から見直す時期が今来ているんだよ

ね。そういう提案をきのうしたんです。だから、一部報道がちょっと取り違えて

報道しているかなという部分もあるのだけれども、廃棄物そのものの政策を転換

していこうということを提案したんです。それが今の時期だということなんです

よ。 

 だから、議員さんの中から、５圏域のものをそのまま進めていこうという関連

質問が出ましたよね。私はちょっと時代を見誤っていると思います。間違いなく、

もう５圏域は必要ないんです。今、明野がまさに問題になっている。そして、こ

れは境川とリンクしているわけですよね。境川の人たちも多分どうなるのかとい

う心配が今あるんです。だから私があそこで提言した、この際境川を凍結したら

どうですかというのは、そういう意味で言ったんですよ。さっき木村委員からあ

った、一部の議員さんに最初に情報が行っていて、それが漏れていたのではない

かと、私はそれにはかかわっていないし、私が言っていることと多分同じかどう

かわからないけれども、知事に提言したのはそういう意味なんですよ。全体計画

をも見直す時期ですということなんです。そうすると、これは私の持論なんだけ

れども、最終的には最終処分しなければならない量は本当に少なくなるんです。

そういう時代が必ず来る。そういうものを見据えて、最終処分の政策をつくって

いこうということを提案したんです。 

 そういう中で、環境整備事業団も要らないということなんですよ。だって、今、

明野の状態を行って見ればわかるでしょう。あそこは、中間処理の人たちが何人

か来て、ごみを待っているわけですよね。トラックが来るのを待っている。でも、

１日１台のレベルですよ。そうでしょう。仕事がない人たちがあそこで、車を待

っているわけ。みんな人件費をかけているんですよ。だから赤字になるんだと言

っているんです。そういうことを実際やっているわけですよ。県民のサイドから

見れば、すごくばからしいことをやっているんです。仕事がない人たちが、仕事

が来るのを待っている。そして、これはまだ、きのう私が質問をやって、その前

日に聞いたんだよね。ある処理業者から電話が入ってきました。県の環境整備事

業団の職員だと思うけれども、中間処理業者のところを歩いていると。県の工事、

孫請みたいなことで、解体をやったのだけれども、県の職員と言っているが、多

分整備事業団の職員だと思う。あそこへごみを持ってこいとプレッシャーをかけ

られたと。そうやってまで今ごみをかき集めているんだよね。それが赤字をなく

す方法なのかと考えると、すごく情けないですよ。そうじゃないですか。そんな

ことまでしてごみをかき集めて、そして埋めようということを、今、県はやって

いるんですよ。 
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 そこで、さっき責任をとると言った人もいるんだけれども、どういう形でとっ

てくれるのか私にはよくわからない。責任をとらなければならないということ。

なぜかといったら、それは税金を使ってきた、あるいはこれから使うということ

に対する責任ですよ。 

 そこで、私は、境川とのリンク、連動しているという話を昨日もしたんだけれ

ども、境川について、これは課長とも何回かやり合っているから課長でいいんだ

けれども、環境アセスはきちっとやっていくのですね。 

 

橘田環境整備課長 環境影響評価につきましては、平成２０年度から取り組みを進めておりまして、

今も取り組みを進めているところでございます。 

 

内田委員  そうすると、あそこはたしか近隣の市町村が一緒になった焼却場をつくるとい

う計画がリンクしているはずだよね。その焼却場についても一緒につくるという

ことを今進めているわけですか。 

 

橘田環境整備課長  あそこの土地は、４市で行います中間処理施設、ごみの焼却施設、それと最終

処分場、それから地元の振興施設ということで、３つの事業を一緒に進めていく

計画で行っています。環境影響評価につきましても、それぞれが単独でやるので

はなくて、一緒にやるということで今進めている状況でございます。 

 

内田委員  これは、リミットは５.５年だと。きょう地元の人たちも来ているんだけれど

も、これは地元合意ということですから、５.５年。今の状態でいくと、５.５年

後には境川は稼働すると考えていいということですね。 

 

橘田環境整備課長  それにつきましては、環境整備センターの収支の改善の方策について、経営審

査委員会のほうから報告を受けたところです。その報告によれば、収支の改善を

するための方策の１つとして、例えばセンターの期間の延長ですとか、あるいは

受け入れ廃棄物の品目の変更というものを考えられるとも言っているわけでご

ざいます。一方、県と事業団と北杜市で結んだ公害防止協定によりまして、埋立

期間や、廃棄物の受け入れの品目などが決められておりますので、それについて

は非常に重く受けとめているところでございます。次の処分場の関係も、明野の

搬入状況や、これからどうやっていくのかということと関連をしてくるものだと

考えておりますので、慎重に進めていきたいと考えております。 

 

内田委員  もうちょっと端的に答えてもらいたいです。私が聞いているのは、５.５年た

って、そういうことは一切ないとさっき答えたんだから。明野は今埋め立てが進

んでいるけど、この状況でいくと、多分５.５年たったときに予定どおりの量は

集まらない。だけど、あなた方が考えているのは、金額を下げたり、ほかのもの

を入れたりしようということを考えているわけでしょう。だけど、値段を下げる

ことはともかくとして、地元合意に反すればできないわけでしょう。そうだよね。

だけど、境川のほうは予定どおり稼働させるつもりでいるのでしょう。そこを聞

きたいんですよ。 

 

橘田環境整備課長  境川の次期処分場につきましては、明野の環境整備センターとは違う点がござ

いまして、受け入れ品目がまず違うと。それは一般廃棄物の……。 

 

内田委員  長い答弁は要らないです。そこだけ答えてください。 
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橘田環境整備課長  状況の違いがありますので、そういうことも踏まえまして、慎重に計画を進め

ていきたいと思います。 

 

内田委員  慎重に計画を進めていくということを聞いているのではないんです。５.５年

後には稼働するかしないかということだけ答えてください。 

 

橘田環境整備課長  現時点では５.５年後に稼働をすることに向けて、取り組みを進めております。

しかし、いろいろな状況がございますので慎重に進めていきたいと考えています。 

 

内田委員  ５.５年たったときにまた責任論が出てくるよ。今のはみんな議事録に載って

くるんだよ。そこでずっと同じことを言っているので、本音の議論って全然出て

こないんだよね。私のほうは本音を聞き出そうとしているけど、執行部は頑とし

て本音は言わない。行き詰まったときに困るのはあなた方だよね。この並行した

状態で進んでいって、いずれはそのときが来るんです。そうすると、だから全体

計画の見直しをここでやったほうがいいという話をしているんです。明野や境川

だけではなく、全体を見直す機会をつくるべきだという提案をしたんです。 

 では、部長、私が提案した意味がわかりましたよね。きのうそういう提案をし

たのですよ。新聞はちょっと取り違えている部分があるけれども、それについて、

部長から答えてください。 

 

小林森林環境部長  御議論いただいているところでございますけれども、新聞紙上の話につきまし

ては、実をいうと私も取材を受けたわけではございませんので、昨日知事が答弁

したとおりだという御理解をいただきたいと思います。その中で、整備方針につ

いても、見直しは検討してまいりたいということで、それをやるかどうかという

ことも含めて、検討する必要があるのではないかと。要するにリサイクルも進ん

だり、ごみの減量もありますので、そういうことを踏まえたりしながらというこ

とになるかと思います。 

 明野につきましては、先ほど来課長が言っておりましたように、搬入状況や、

それから、どうなるかというようなこともありますし、次期処分場についてはそ

の状況を見る必要もあります。現在実施している２０年度実施の、直近の産業廃

棄物実態調査の結果や、受け入れを予定している市町村からの焼却灰等の一般廃

棄物は明野には入らないことになっていますので、そういったことを総合的に勘

案して慎重に計画を進めるということですので、一応、現時点では報告の内容も

重く受けとめつつ、総合的に検討ということになろうかと思いますけれども、や

はり状況等も変わってきている部分もありますので、そういったことを進めてい

きたいと考えております。 

 

内田委員  もう一点だけ。これもすごく大事なことだから。私、今までも何回か議論はし

ているけれども、確認をしておきたいと思います。 

 私は自分の持論として、産業廃棄物について、公共関与でやらなければならな

いという原則はどこにもないですよね。山梨はそれをやろうと言っている。それ

で、一般の廃棄物については、市町村の責任ですよね。だけど、産業廃棄物につ

いては排出者責任です。これはもう、それが原則ですよ。そうすると、公共関与

を一体どこまで続けていくのかという問題が出てくるのだけれども、これもはっ

きりさせておいてもらう。私はこの際、公共関与ということも含めて、廃棄物全

体のこれからのありようというものをやっぱり見直していくときが来ていると

思っているんです。要するに、今みたいな環境整備事業団をつくって、ああいう

形で公共関与する必要はないと思っています。チェックする部分さえ公共がきち
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んとかかわっていれば、できないことはないんです。その辺について、これは知

事とも意見交換したこともあるのだけれども、知事さんは公共関与に非常にこだ

わっているんですよね。その辺について、部長の見解で結構ですから、確認だけ

しておきたい。 

 

小林森林環境部長  昨日、環境白書というのがございまして、やはり基本的には民間で何とかと。

それを公共で補っていくというスタンスであろうかと思います。本県におきまし

ては、民間の処分場は、２カ所しかないといった実態で、平成５年の整備方針以

降、公共による自県内処理、公共関与でそこを進めていくという形で今まで進め

てきたという理解であります。そんなことでありますけれども、議会の中でも幾

つか質問をいただいたのですが、次期処分場、その後はどうするのかという議論

も当然されてきました。そのときに、廃棄物の排出量や、一方ではＰＦＩの議論

など、さまざまな議論はしていく必要があるだろうという御答弁をさせていただ

いてきておりますので、そういった部分につきましては、昨日も知事がお答えを

させていただきましたけれども、整備方針といったものや、そういうものについ

ても検討の必要のあり、なしも含めてという形にはなろうかと思います。 

 

内田委員  もう一点。これもすごく重要な問題を含んでいるのですが、森林環境部の人た

ちの基本的な認識みたいなものを確認したいです。きのうの私の質問に対して、

何人かが関連の質問をされました。中込議員もされたし、小越議員も、それから

前島議員もされました。その中で、きょうは明野の人たちも来ているのだけれど

も、明野に最終処分場を持っていったそのいきさつの中で、フラワーセンターに

ついて、要するにあめとむちってやつですね。先にあめを与えておいて、後でむ

ちが来るというようなことを言われたのだけれども、まさか環境整備課の人たち

の中にそういう認識はないだろうなと思っているんだけれども、それだけ、部長

のほうからお願いします。あめとむちとかということではないですよね。それだ

けは確認をしたいのだけれども。 

 

小林森林環境部長  その辺については経過がありますから、中身は基本的にはよく承知していない

部分がありますけれども、やはりこういった施設を整備する場合に、地元の振興

策といった部分については、実質的にかなりやってきたところもあります。具体

的にどういう経過でというのはちょっと私も承知はしておりません。 

 それから、大変失礼ですけども、さっきの環境白書の中の話でございます。こ

の白書の中で、産業廃棄物の最終処分場は民間事業者による整備を基本としつつ、

これらの整備状況を踏まえ、必要と認められる容量を公共関与及び施設整備で確

保することも進めていく必要があるということを言っています。そういう中でも、

最近の２１年度版の環境白書におきましては、やはり山梨を含む首都圏では最終

処分場の残有容量、年数につきましては４.４年ということで逼迫している状況

にあるということです。ただこれも、私の理解では、経済状況によってはさらに

伸びていくかもしれませんし、委員の御指摘のように他県の、大体山間地域の公

共でやっている最終処分場については、やはり経済の状況で５、６割は落ちてい

ると承知しています。大きいところでは７割ぐらい、６割５分か７割ほど落ちて

いるところも実質的にはあることは確かです。委員がおっしゃるようにそれがす

べてではなくて、今回の報告書の中では、持ち込み量については過大であったの

ではないかという指摘もありますので、その辺についても、業界の実態というも

のを把握し切れなかった部分があるということは、真摯に受けとめるということ

です。 

 また、本県におきます最終処分場につきましては、今まで明野につきましても、
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現状の処分場の状況を考えますと、公共関与による安全・安心な施設整備が必要

と考えておりますけれども、委員がお聞きのような部分については検討等もして

いく必要があるだろうと考えております。 

 

内田委員  それでは、これで終わりにしますけれども、今の最後の部長の答弁の中で、そ

の報告書は、私も全くそのとおりだと思います。あくまでもメーンは民間なんで

すよね。足りない部分を公共が補っていく、これはもう正しい姿勢だと思います。

それを、あくまでも公共だ、公共だということは、私は今の時代の流れからいっ

て合わないと思う。安全性を確保するということは、公共でなければ確保できな

いということはないんですよね。チェックする部分だけは公共がきちんとチェッ

クさえすればできるんです。そして、今みたいな税金を使うということを考えた

ときに、環境整備事業団みたいなものをわざわざつくってやっていく必要は、私

は絶対にないと思っているのだけれども、その辺も含めて、廃棄物行政、あるい

は廃棄物政策、廃棄物処理政策そのものをやっぱり見直していっていただきたい。

我々、議会サイドも、それにはもろ手を上げて協力をしていきたいと思っていま

すので、それを要望して終わりたいと思います。 

 

         （（（（明野最終処分場明野最終処分場明野最終処分場明野最終処分場についてについてについてについて））））    

小越委員  まず、明野の問題についてお伺いします。収支計画報告書のところを確認させ

てください。 

 これからの見通しですが、２１年から２３年までに３年間かけて景気が回復す

ると見込むことにより、全体の料金収入を計算したとあります。ということは、

景気が今のように後退したままでいきますと、３５億の赤字がもっとふえること

が想定されるのではないでしょうか。 

 

橘田環境整備課長  景気の動向によりましては、廃棄物の量にも影響がございますので、そのよう

な状況も考えられるところです。しかしながら、事業団でも経営努力をしており

まして、廃棄物の搬入量も徐々にふえているという状況もございます。収支計画

につきましては、この審査委員会で報告をしていただいたものが、現時点の１０

月末現在の受け入れ状況を踏まえたものですので、今後も経済状況や搬入の実績

等をよく踏まえまして、適宜見直しについて修正なりをしていくことだろうと考

えています。 

 

小越委員  前もそうやって景気の動向とかと言っていて、１,８００万円、６,０００万円、

７,０００万円とかという数字が出てきたので、この３５億という数字は、これ

で決まりではないと思うんですよ。知事がこれからやってみなければわからない

と言っていますけど、逆にやったらもっと赤になるという可能性も含んだものだ

と私は思っています。 

 そして、先日、対策協議会の方が知事に申し入れした文書にもあり、私も気に

なっているのですけれども、ダイオキシンの検査のことです。発生したダイオキ

シンの分析をしているのですが、今後はダイオキシンの分解装置についても運転

を抑制していく方向で委託業者と話を詰めている状況であるということです。こ

れは本当なのでしょうか。お金がもうからないから、こういうところの経費を節

減するために、安全を最優先としているのにもかかわらず、この安全のチェック

をおろ抜いていく、やらなくなるということも、経費節減だからやろうとしてい

るのですか。 

 

橘田環境整備課長  安心・安全な管理をしていくこと、維持管理をしていくことが一番重要ではご
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ざいます。小越委員は、ちょっと曲解されているのかもしれませんが、節減でき

る部分については節減をしていくということでありまして、安全性に対しておろ

抜いていくということではございません。 

 

小越委員  私にとってみれば安全なのか、そして１０年後、１００年後安全なのか、わか

らないと思います。今やっている１０のものを７か６にするということは、節減

というよりも、今は出てこないかもしれませんけど、１００年後に責任を負って

いないケースだと思います。今よりもっと厳しくするのは当然ですけれども、節

減していくということは、すなわち今１０のものを８にするかもしれないという

ことであり、それは地元の皆さんは納得いかないと私は思っております。 

 それともう一つ、ここにもあるのですが、例えば、今、稼働をやめれば、この

赤字を埋めるのは幾らで済むのでしょうか。 

 

橘田環境整備課長  経営審査委員会のほうから提言をいただいた中の約３５億という積算のシミ

ュレーションの方法をもとに、環境整備事業団で仮に平成２１年度をもって処分

場を閉鎖した場合にどのぐらいになるかということを積算しましたら、約１０億

の赤字がふえるという状況になりました。管理経費は当然短くなりますから減る

のですけれども、それとともに収入についても大幅に減るということでございま

す。相殺をいたしますと、赤字が約１０億ふえるという状況でございます。 

 

小越委員  委員とのやりとりの中で、２０億の赤字で済むというのは、違うということで

すね。１０億赤字がふえるといいましたけれども、今やめれば２０億円の赤字で

済むという、この文書は違うということですか。今やっていきますと、平成３６

年までずっとやらなければならないんですよね。始めてしまったから、ちゃんと

安全管理をしてもらわなければ困りますから、そのランニングコストはずっとか

かるわけです。今そこをやめて、埋め立てたものを取り出せれば、ランニングコ

ストの分は減るはずだと思います。どうですか。 

 

橘田環境整備課長  この間の抗議の文書の中が違うかどうか、ちょっと確認をしておりませんけれ

ども、３５億が約１０億ということで４０数億になるということでございます。 

 

小越委員  それは違うと思います。人件費、それから管理費の部分も全部含めて、それは

なくなるわけですよね。私は、これは絶対今やめることが経費的に安くなると思

います。 

 そして、もう一つ聞きたいのは、この収支計画の報告です。これはお金の出入

りのことだけ書いてあるので、この報告書が出てきたのかなと思うんですけど、

感想をお伺いしたいです。気になっているのですが、この料金収入の８ページの

ところに公共関与の最終処分場は、１５年度に、経営的な視点から判断すると相

当無理な設定期間になると言わざるを得ない。その下、一般廃棄物を搬入しない

という政策判断は結果的に厳しい計上を生み出した。その下には、過去の経緯に

照らして少なくとも１６億円以上の経費の追加的負担をされたことを考慮する

必要がある。次のページに行きますと、地元の意見を尊重し、安全設備を整備し

たら今度は８億７,０００万の経費がかかる。一般的には小規模であるため、建

設費が割高にならざるを得ない。こういうふうに、地元の皆さんが反対をしてき

たために金がかかったんだという言い方をどう思いますか。 

 

橘田環境整備課長  これは、地元の皆さんが反対をしていたからどうこうということではなくて、

国の基準を上回る安全な設備を整えたということ、あるいは、建設地が決定をし
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てから着工までに１２年余かかっていて、操業開始までには１５年がかかってい

るというようなことを総合的にとらえて、報告をされたのだと考えております。 

 

小越委員  つまり、それだけ地元の人は安全のことが心配だったわけです。水源地だとい

うのに、本当にこういう処分場をつくっていいのか。ことし３月に土木森林環境

委員会の参考人招致で深沢議員が言っていました。もともと今の位置へつくるこ

とは妥当かどうか疑念があった。あれが最良のところにできていればコストも余

りかからなかっただろうし、単価も安くできただろうと。あれは県がちょっと無

理をしてしまったんですよねと。もともと無理な場所ですから、今でも安全性の

問題が地域では問われています。５年、１０年はいいかもしれないけど、１００

年、２００年、３００年のうちに浸透してきて生活に影響が出てくるのではない

かという話もあります。きのうの私の質問に対する答弁の中で、部長は、この間

の経過、紆余曲折がございましてとの話がありました。先ほどの明野のフラワー

センターの話もありました。そもそもあの場所に落ちついてこうなった経過、紆

余曲折というのはどういうことなのでしょうか。 

 

橘田環境整備課長  ちょっと長くなりますけれども、これは平成１２年の２月議会で、当時の天野

知事が本会議で答弁をしているものでございます。そこの主要部分について御説

明をさせていただきます。今の浅尾の建設地に選定した理由でございますけれど

も、公共関与で進めるということで、峡北地区の市町村長等によって構成されま

した峡北地区の最終処分場の整備検討委員会におきまして、平成５年１２月に管

内市町村から１カ所ずつ候補地が出されました。それで１０カ所出たそうです。

その１０カ所について活断層の有無や、飲料水の利水上の障害等の観点から検討

が行われまして、明野村、小淵沢町、高根町という当時の３カ所に絞り込まれた

という状況でございます。この３カ所について詳細に検討をしまして、明野村か

ら出されました小笠原地内が最も有力ということになりました。しかし、その小

笠原地内は韮崎市に隣接をしているため、韮崎市長に御意見を伺ったところ、韮

崎市としては、既に峡北広域の焼却施設、あるいはし尿処理施設、伝染病の隔離

病舎など、多くの施設を受け入れていることがあり、小笠原地内を予定地とする

場合には地元の同意を得ることは大変難しいという旨の御意見があったという

ことです。 

 一方で、概況調査をしたところ、小笠原地内も谷の勾配が急峻ということがご

ざいまして、モデル的な処分場として、県内初の公共関与をやることについては、

なかなか跡地の利用等々難しい問題があったということです。その後、より最適

な場所を探す必要があり、ほかの峡北以外の候補地も含めまして、県が独自で調

査した結果、モデル施設としての要件に合う浅尾の地内が浮上してきたという状

況だと承知をしております。 

 

小越委員 最初からそこでなかったということですね。要するに、ここは水の問題もありま

す。安全性の問題のところで紆余曲折したのではないでしょうか。このときの収

支計画書の報告には、お金のことばかり書いてあり、いかにも住民の人が反対し

たから金がかかったみたいなことが書いてありますけど、逆に言えばそのぐらい

心配なところなんです。だから地元の皆さんがここではだめだと。住民の皆さん

と話し合いを持ったかもしれませんけど、この収支報告書によりますと、そのと

きにもう既にこれだけお金がかかっているわけですよね。普通につくるよりも金

がかかっています。それが今のところに積算で建設費が乗っているわけです。そ

れで５.５年であったことが、この経営状況からもマイナスになったし、一般廃

棄物を入れなかったことも大変だった。でも、そのときにこう結んでいるのだか
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ら、ここでつくるよりもここではないところのほうがよかったのではないでしょ

うか。住民の皆さんはこんなに反対しているのに、なぜこの場所で、どうしてこ

んなに無理をしてつくろうとしたのか。このとき既にお金は大変かかっているは

ずです。このときに、やめよう、建設する前にやめようという判断をしなかった

ところ、建設ありきで進めてきたことに一番問題があるのではないでしょうか。 

 

中村委員  議事を進行してください。 

 小越委員、過去の経緯をここで話をしても、これはだめですよ。長い年月の中

で議論した形の中でそういうことを決めてきた経過があるわけですから、この場

で議論をしても、これは一向に結論が出る話ではないです。ましてや、課長や部

長に答弁を求めても、これはもう天野県政、山本県政、そして今の知事というこ

とで、それだけ長い年月を費やしてきた形の中で議論されてきた結果の中で、公

共関与の明野処分場をつくるという経過があるわけです。そのことに対してさか

のぼって議論をして、それに対して課長が答弁してというのは、無理だから。 

これは、委員長、議事進行でお願いします。整理してください。 

 

小越委員  それでは、先ほどからお金の問題が再三あるんですけれども、３５億、これを

費やすかどうかというところだけに問題が行っていると思います。この収支報告

書について、これを尊重すると知事は所信表明で言っていました。しかし、公害

防止協定も尊重すると言っていました。私、これは相反するものだと思います。

公害防止協定は５.５年、そして、一般廃棄物を入れないということを結んであ

ります。しかし、この報告書では、その５.５年を延長しなさい、一般廃棄物は

入れるべきではないかと。白と黒ぐらい違う話です。これを同じような方向を見

て、そっちもいいですよ、こっちもいいですよというのは、矛盾するのではない

でしょうか。 

 

橘田環境整備課長  経営審査委員会の御提言につきましては、環境整備事業団に専門家の皆さんの

委員会を設置し、収支を改善するにはどうしたらいいかという観点から議論をし

ていただいた結果が、この報告書ということでございます。したがいまして、収

支改善ということでいえば、当然その報告書の提言を尊重するという立場に立つ

ことが自然だと考えています。 

 一方、公害防止協定というものがあり、当然それは県も含めて三者で締結した

ものですから、重く受けとめているということでございました。ですから、その

ような報告書の収支改善の状況と、それから公害防止協定とがございますので、

まずは収支改善を図るべく、最大限の営業努力を行って廃棄物の搬入量を確保す

るということだと思います。明野をどうするか、あるいは廃棄物行政をどうする

かというところにも及んでくる話と考えますので、その辺については、さまざま

な御意見をお伺いする中で慎重に計画を進めていくことだと考えております。 

 

小越委員  さまざまな御意見を伺うというのは、だれがどこでどういう皆さんに御意見を

聞いて、いつごろその決定をされるのでしょうか。 

 

橘田環境整備課長  御意見をお伺いする手法や機会については、いろんなことがあろうかと思いま

すけれども、機会をとらえて、県が聞いていくということになろうかと思います。

具体的には、今ここで申し上げる段階ではございません。 

 

小越委員  今は具体的に申し上げる段階にないということですが、きのうたしか知事は、

例えば地元の皆さんとの話もするつもりだとおっしゃっていましたし、県民の皆
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さんの声を聞きたいと答弁もしていました。それで、もう来年、再来年、５.５

年を含めてどうするかというのは、この部として、どういう方に声を聞くのか。

地元の皆さんの話をどうするのか。それは全くまだ考えも方針も何もないという

ことですか。 

 

橘田環境整備課長  当然、委員のおっしゃるようなことは考えておりますけれども、先ほども申し

上げた話は具体的に、いつごろどういう格好でどうしようかということが今決ま

っていないということでございます。 

 

小越委員  それに当たっても、情報公開をしっかりしていただきたいと思います。さっき

議事進行がかかりましたが、なぜこの場所になってこうなったのか、紆余曲折の

部分が何となくわからないままに、明野フラワーセンターの話が出てきたりして

おりますけれども、地元の皆さんとの住民合意を結んでいるので、そこのところ

が一番最優先だと私は思います。そこの皆さんとの話をほごにして、金をいっぱ

いかけたらもったいないから、いいかね、というのはないと思うんですよね。お

金がかかったというけど、そのくらいここの安全性の問題は心配なんです。１０

０年、２００年たったらどうなるかということも含めて。だからこれは、私は知

事に対しても言ったんですけど、責任をとるというのであれば、この報告書を重

く受けとめるという言葉は不適切だと思います。公害防止協定をそのまましっか

り守る。そして、できれば、今すぐにでも操業をやめて、この安全性の問題、先

ほど検査のところは節減していきますということがありましたけど、それでは安

全性の問題は確認できないと思うんです。今後どうする予定か、お聞きしたいと

思います。 

 

橘田環境整備課長  当然、議会や県民の皆様の御意見というものは十分にお伺いする中で検討をし

て、進めていきたいと考えている次第です。安全性につきましては、先ほどから

お話をしておりますけれども、安全な維持管理をしていくということは、まずは

一番大事なことでございまして、それがゆえに公共関与で進めてきたということ

がございます。経費については、節減できるものについては節減をしていくとい

うことですから、安全性について、そこの部分をないがしろにして切り詰めてい

くということではございません。 

 

（ 休  憩 ） 

 

         （（（（林業林業林業林業労働者労働者労働者労働者についてについてについてについて））））    

小越委員  森林の林業政策についてお伺いします。 

 山梨県林業労働力確保促進基本計画によりますと、山梨県の林業労働者は、国

勢調査のデータしかないのでしょうか。平成１７年８０９人とたしかありました。

そして、高齢者の方が多いと聞いているのですが、現在は林業をなりわいとして

いらっしゃる方が、山梨県内で何人いらっしゃるのか、年齢構成はどのようにな

っているでしょうか。 

 

安富林業振興課長  県内の林業労働者は、委員がおっしゃった国勢調査の結果で８０９人でござい

ます。そして、年齢構成といたしましては、大まかな区分でございますけれども、

１５歳から３９歳までが２３％、４０歳から４９歳までが２０％、５０歳以上が

５７％でございます。 

 

小越委員  第１次産業である農業については、農業ルネッサンス大綱をつくって、新規就
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農者や、農業の経営をどうするかという話があると思います。林業の場合は、こ

の林業労働力確保促進基本計画に林業労働者の問題が書いてあると思いますが、

これを見てもよくわからないのでお聞きしたいのですけれども、林業労働者の平

均的な年収というか、給料、賃金はどのくらいあるのでしょうか。森林組合に雇

用されている、８０９人の方ほとんどが林業労働について、そこから給料をもら

っているということでよろしいのでしょうか。 

 

安富林業振興課長  ８０９人というのは国勢調査の結果でございまして、国勢調査はある基準日の

直前の１週間の間に林業に従事した人ということで統計をとっております。です

から、実際、林業は農業などと違いまして、林業事業体に雇用される、例えば森

林組合などに雇用されるわけですけれども、実態に近い数字と思われますが、若

干８０９人よりは少ないのではないかと考えております。 

 給料の話でございますけれども、林業というのは季節的に左右されますし、天

候などにも左右されるので、なかなか月給という形で給料をもらっている方は少

ないという状況であります。ですから日給月給制といいますか、出勤した日当を

月でまとめてもらうというような形になっておりますので、年間の所得はそれほ

ど高くはないと理解しております。今、聞き取りによるところですと、低いほう

が１日１万円くらいからという状況だと思っております。 

 

小越委員  １日１万円で、３６５日出ても３６５万ですね。そんなに出るわけではなく、

季節的なものもあるし、雨が降ったりすることもあるから、半分行ったとして１

５０万。本当にそのぐらいの金額だとすると食べていけないというか、組合に雇

用されて、組合から仕事を請負って、出来高でやっているという実態ではないか

なということで、雇用実態は農業以上に非常に大変ではないかと思っております。

それで、新規の就労者数を先日の決算特別委員会でお伺いしましたら、平成２０

年度は４８人とお聞きしました。農業ルネッサンス大綱のように、林業の新規就

労者の計画はないと御答弁があったのですが、計画はないのでしょうか。あるの

であれば、何年までに何人ふやそうとしているのか教えてください。 

 

安富林業振興課長  先ほど答弁いたしましたけれども、林業の事業は非常に事業量に左右されるも

のですから、計画的な雇用をつくっていくことはなかなか難しいところがありま

す。ですから、今言いました２０年度４８名という数字ですけれども、もう一つ

つけ加えさせていただきますと、県の事業ではないのですが、緑の雇用促進対策

事業というのがあります。森林組合連合会を通して、森林組合の仕事をやる中で、

新規就労者に仕事の中で研修をしていくという事業です。それを平成１５年から

やっておりまして、何人がその緑の雇用促進対策事業を使っているかというのは

数字があります。先ほどの４８名にプラスしまして１７名が研修を受けていると

いう状況でありますから、合計で６５名になります。緑の雇用促進対策事業が平

成１５年から始まったわけですけれども、それから平成２０年までの間は、６０

名ぐらいの毎年新規就労者があります。 

 

小越委員  毎年６０人も林業につく方が多くなると、あと１０年たつと８０９人がもっと

多くなるのでしょうか。そうしますと、すごく林業をなりわいにする人がふえて

いくという勘定になるんですけど、１年間に６０人ぐらいふえていくとなると、

農業の新規就農者とほぼ同じぐらいにふえていくと思います。これから林業で若

い人の雇用がうんと広がって、今まで以上に林業に従事する人がふえるというこ

とでいいのですか。 

安富林業振興課長  若い人たちの林業事業体への就職というものはございますけれども、一方で世
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代交代といいますか、やめていく方もいるということで、現状維持、ないしは若

干の増加と考えております。 

 

小越委員  そうだと思うんですよね。そんなにふえていったらもっと林業が活性化してい

くと思ったので、おかしいなと思いました。それで、１日１万円とのことですの

で、多分高く見ても２００万行くかどうかの手取りになると思います。そうしま

すと、例えば家庭を持っているとか、子供を育てる中では２００万という年収で

は、それこそ生活が成り立っていかないと思うのですけれども、それについて、

補助金や促進策、手当などはあるのでしょうか。 

 

安富林業振興課長  先ほども言いましたけれども、林業は季節的にも限りがあるもので、平均１５

０日ぐらいの就労日数になっております。ということで、大部分の現場の方たち

は、ほかの仕事と兼業という形でやっていると理解しています。 

 

小越委員  ほかの仕事も兼業しないと、やっぱり林業だけでは食べていけないということ

だと思うんですけど、林業の中で今間伐の促進ということが言われております。

間伐を１９年度で５,０５０ヘクタールやっていると思うんですけど、この今い

らっしゃる、大体１５０日ぐらいと言われている８００人ちょっと欠けるくらい

の皆さんで、今後間伐を進めていく。これに対応できる人手と、間伐の面積とは

十分マッチしているのでしょうか。どちらかが足りないとか少ないとか、あるの

ですか。 

 

安富林業振興課長  あくまでも推計ですけれども、例えば間伐だけを実行した場合、現在の林業労

働者数で十分に賄えると考えています。 

 

小越委員  でも、間伐で切るだけではなく、やはりなりわいとするためには、材木が売れ

るルートですよね。製材なり、建物をつくるための材料ということで、なりわい

としていくためには、生産して売っていくルートをしっかりつくっていかなけれ

ばならないと思うんですけれども、この間伐以外に、１５０日ぐらいで８００人

前後の方々が仕事をして、どのような生産が幾らぐらい出るのでしょうか。 

 

安富林業振興課長  今言いました人数の林業労働者は、森林組合等に雇用されている状況です。で

すから、その人たちの数字で、例えば間伐が何ヘクタールで幾らというふうには

推計もできないと思います。 

 

         （（（（県産材県産材県産材県産材のののの活用活用活用活用についてについてについてについて））））    

小越委員  例えば、今、甲斐の家ですとか、前回も議論がありましたけど、県産材を使う

という議論が出ています。山梨県でとれた材木を山梨県内、もしくは川下も含め

て売っていく、そして、木を使ってもらう。中でも、甲斐の家、県産材１００％

でつくる家というのがあるんですけれども、増穂でモデルハウスをつくったとこ

ろへ県が補助金を出したが、うまくいかなくて焦げついてしまっている話も聞い

ております。ここの健康住宅センター以外に、県産材を１００％使用するように

ということで補助金を出しているところはあるのでしょうか。 

 

安富林業振興課長  そこ以外でございますけれども、南アルプス市の木材協同組合で１軒です。そ

れから北杜市白州町ですけれども、木の香という家づくりの会に１軒、あと２軒

でございます。 
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小越委員  この増穂のところは焦げついてしまったのですけれども、その後は、こういう

県産材１００％の家をということでＰＲ活動などは引き続き行われているので

しょうか。 

 

安富林業振興課長  済みません、もう一軒忘れておりました。甲府市平瀬のところに１軒ございま

す。 

 県産材のモデル住宅をつくる目的ですけれども、住宅を県産材を使って建てる

ことによって、その住宅の見学会、それからその住宅のパンフレット等で下流域

の人にＰＲをするということで、これは進めております。そして、今、増穂の話

が出ましたけれども、増穂は直接県ではございませんで、増穂町を通して補助金

を出すものです。そのＰＲ活動につきましては、これまで建設してありますモデ

ル住宅を使いながら続けています。 

 

小越委員  最後ですけれども、県産材を使って１年間にたしか３０何棟だと思うのですが、

今後はもうちょっとふえないのでしょうか。そのふやすためにはどうしたらいい

のか、何が支障になっているのか、高いのか、人がいないのか、需要がないのか。

県産材１００％使った家をもっと広げていくためのスタンスというか、方針はど

んなことを考えているのですか。 

 

安富林業振興課長  県産材として認証された材を使うということで進めているわけですけれども、

当初に比べて今年度、棟数をふやしております。それからもう少し、これまで柱

材だけだったものを内装材などにも使える、それから、住宅に限っていたものを

別に事務所にも広げられるという取り組みをしています。 

 

小越委員  例えば、どうなるかわかりませんけれども、ここの県庁舎の内装のところに木

を使うとか、全部木となると耐震化の問題があるかもしれませんが、今度防災新

館も含めてやろうとしている中では、公共施設のところ、学校の新設、小中学校

や保育園も含めて、県産材１００％に近いぐらい使うような働きかけというのは

ないのでしょうか。 

 

安富林業振興課長  どこにどういう部材を使っていくかという課題はあるわけですけれども、庁内

で連絡をとりながら使っていただけるように、取り組みといいますか、協議会を

つくって検討しております。 

 

その他  ・ 委員会報告書の作成及び委員長報告については、委員長に委任された。 

・ 閉会中になおも継続して調査を要する事件は、別紙のとおり決定された。 

・ 閉会中の継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任され、県内調査を

明年１月２５日に実施することとし、詳細については、後日通知することとされた。 

・ １０月１５日に実施された県内調査について、議長あてに報告書を提出したことが

報告された。 

 

 

以 上 

 

                           土木森林環境委員長  渡辺 英機 


